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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの携帯通信端末と、携帯通信端末用のアプリケーションソフトを販売又
は配信する少なくとも１つのアプリサービスサイトと、該少なくとも１つのアプリサービ
スサイトにリンクする情報が埋め込まれた広告を掲載している少なくとも１つの広告媒体
サイトと、前記広告についての管理を行う管理サーバとがネットワークを介して互いに接
続可能に構成されており、
　前記管理サーバは、前記携帯通信端末が前記広告にアクセスした際に前記リンクする情
報に従って該管理サーバを経由して前記アプリサービスサイトに接続する間に前記携帯通
信端末に対してクッキー情報を送付するように構成されており、さらに、前記携帯通信端
末が前記アプリサービスサイトから購入してインストールしたアプリケーションソフトの
作動によって該アプリケーションソフトの広告に関する前記広告媒体サイトのトラッキン
グを行うように構成されており、
　前記携帯通信端末は、前記アプリケーションソフトによってブラウザの前記管理サーバ
との接続履歴の有無を判別するように構成されていると共に、該接続履歴が有る場合は、
該アプリケーションソフトによって前記管理サーバへ接続するように構成されており、
　前記管理サーバは、前記アプリケーションソフトによって前記携帯通信端末と接続され
た状態で、前記アプリケーションソフトによって、当該管理サーバ内のクッキー発行モジ
ュールがクッキー情報を再度作成し該再度作成したクッキー情報を前記携帯通信端末へ送
付するように構成されており、
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　前記携帯通信端末は、該送付されてきたクッキー情報を前記アプリケーションソフトに
よって用意されたクッキー領域に格納するように構成されており、
　前記携帯通信端末は、前記アプリケーションソフトによって前記管理サーバと接続され
た状態で、前記アプリケーションソフトによって前記クッキー領域に格納されているクッ
キー情報を前記管理サーバへ送り返すように構成されており、
　前記管理サーバは、該送り返されたクッキー情報に基づいて前記アプリケーションソフ
トの広告に関する前記広告媒体サイトのトラッキングを行うように構成されていることを
特徴とするコンバージョントラッキングシステム。
【請求項２】
　請求項１に記載のコンバージョントラッキングシステムと、前記トラッキングによって
特定された前記アプリケーションソフトの広告に関する前記広告媒体サイトのアフィリエ
イタの成果報酬を算出する成果報酬算出手段とを備えていることを特徴とするネットワー
ク広告管理システム。
【請求項３】
　請求項１に記載のコンバージョントラッキングシステムと、前記トラッキングによって
特定された前記アプリケーションソフトの広告に関する費用対効果を表す指標を算出する
広告効果測定手段とを備えていることを特徴とするネットワーク広告効果測定システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インターネットアクセス可能な携帯通信端末のユーザが、商用目的のウェブ
サイト上の成果報酬型広告に基づいてアプリケーションソフト（以下、アプリと称する）
を購入したかどうかを追跡及び分析するコンバージョントラッキングシステム、このコン
バージョントラッキングシステムを用いたネットワーク広告管理システム、及びこのコン
バージョントラッキングシステムを用いたネットワーク広告効果測定システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　インターネット広告としては、広告媒体のウェブサイトに設置された広告に基づいて、
このウェブサイトの閲覧者が広告主の商品又はサービス等を購入し、生じた利益に応じて
、広告媒体に成果報酬を与える成果報酬型広告が普及している。これは、例えば、個人が
開設するブログなどの広告媒体サイト内に掲載されている広告バナー等をクリックしたユ
ーザが、インターネットでの購買や登録等の所定のアクションに至った場合、これを広告
の成功とみなして報酬（広告料）の対象とするものである。
【０００３】
　コンバージョントラッキングシステムは、一般に、商用目的のウェブサイト上で獲得で
きる最終的な成果を追跡及び分析するシステムを称しており、この場合のコンバージョン
は、ショッピングサイトであれば商品購入に、情報提供サイトやコミュニティサイトであ
れば会員登録等にそれぞれ対応している。このコンバージョントラッキングシステムは、
アフィリエイトシステムの構築に利用されることが多く、特定ユーザのサイト内での行動
を追跡及び分析して、どのルートを経由して商品購入や資料請求などの最終成果に結びつ
いたのかを追跡することを可能とするものである。
【０００４】
　特許文献１には、複数の広告主サイトのサーバと、広告主サイトの商品を掲載する複数
のアフィリエイトサイトのサーバと、それらのアフィリエイトサービスを提供するアフィ
リエイトサービス提供サーバとをインターネットを介して接続可能とし、アフィリエイト
サービス提供サーバがアフィリエイトサイトのサーバの動的サイトページ構築をサポート
し、ユーザがアフィリエイトサイト内の商品を選択して広告主サイトに誘導され商品購入
を完了した時に、それをトラッキングして広告報酬額を集計するアフィリエイトサービス
提供システムが開示されている。
【０００５】
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　特許文献２には、端末ユーザが広告媒体サイトをクリックして広告主サイトにリダイレ
クトされた際に、その端末から取得される端末ＩＤを広告媒体サイト及び広告主と関連づ
けて記録し、その端末ユーザが広告に係る指定商品を購入してその商品のパッケージや添
付シールに印刷されている確認ページＵＲＬにアクセスして、そのＵＲＬと共に印刷され
ているユニークなシリアルＩＤを送信して来た場合に、このシリアルＩＤをその端末から
取得される端末ＩＤと関連づけて記録し、これら２つの記録を使って商品購入のきっかけ
となった広告媒体サイトを特定するアフィリエイトトラッキングシステムが開示されてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－１９３６１３号公報
【特許文献２】特開２０１０－２５０７５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１及び特許文献２に開示されているような従来のトラッキングシステムにおい
ては、ユーザ側の端末がパソコンや一般的な携帯電話等の通信端末であるため、広告主が
運営する配信サービスサイトから商品の購入等が行われた際のトラッキングの開始指示は
、システムに任意に設定することが可能であった。即ち、広告主は、商品購入のサンクス
ページ等を個人の責任でカスタマイズできるため、トラッキング開始を自由に設定して作
動させることが可能であった。
【０００８】
　しかしながら、最近の携帯通信端末、例えばＯＳにアンドロイド（Ａｎｄｒｏｉｄ）（
登録商標）を用いたスマートフォン等の携帯通信端末（以下、アンドロイド携帯通信端末
と称する）においては、その端末用のアプリを購入してインストールする場合、アフィリ
エイトサイトへの誘導はブラウザにて行い、アプリの実際のダウンロード及びインストー
ルはアンドロイドマーケット等の配信サービスサイトにて行われるため、トラッキングの
開始指示をこの配信サービスサイトに設定することが難しく、トラッキングシステム構築
が非常に難しかった。即ち、アンドロイド携帯通信端末のアプリ購入及びインストールを
行う場合、配信サービスサイトは主にアンドロイドマーケットとなるが、このアンドロイ
ドマーケットでは、世界中のアプリ製作者が自由に販売することができるため、アフィリ
エイト対象アプリのためだけにトラッキング開始指示等のプログラムを設定するように変
更することは、非常に難しく現実的ではないためである。
【０００９】
　さらに、ほとんどのトラッキングソフトは、パソコン端末や携帯通信端末に記憶されて
いるクッキーを利用して追跡を行う構成であるため、アンドロイド携帯通信端末のごとく
ブラウザに保存したクッキーをアプリが共有できない場合は、トラッキングが不可能であ
った。
【００１０】
　従って本発明の目的は、配信サービスサイト側の設定変更なく、トラッキング開始指示
が可能なコンバージョントラッキングシステム、ネットワーク広告管理システム、及びネ
ットワーク広告効果測定システムを提供することにある。
【００１１】
　本発明の他の目的は、ブラウザの保存したクッキーを利用できない場合にもトラッキン
グが可能なコンバージョントラッキングシステム、ネットワーク広告管理システム、及び
ネットワーク広告効果測定システムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明によれば、少なくとも１つの携帯通信端末と、携帯通信端末用のアプリケーショ
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ンソフトを販売又は配信する少なくとも１つのアプリサービスサイトと、少なくとも１つ
のアプリサービスサイトにリンクする情報が埋め込まれた広告を掲載している少なくとも
１つの広告媒体サイトと、広告についての管理を行う管理サーバとがネットワークを介し
て互いに接続可能に構成されており、管理サーバは、携帯通信端末が広告にアクセスした
際にリンクする情報に従ってこの管理サイトを経由してアプリサービスサイトに接続する
間に携帯通信端末に対してクッキー情報を送付するように構成されており、さらに、携帯
通信端末がアプリサービスサイトから購入してインストールしたアプリケーションソフト
の作動によってアプリケーションソフトの広告に関する広告媒体サイトのトラッキングを
行うように構成されているコンバージョントラッキングシステムが提供される。
【００１３】
　広告媒体サイトに掲載されたアプリケーションソフトの広告をユーザが携帯通信端末か
らクリックすることにより、その広告に関するアプリケーションソフトの広告主サイトで
あるアプリサービスサイトへ誘導される。ユーザがアプリサービスサイトからそのアプリ
ケーションソフトを購入してインストールして起動すると、アプリケーションソフトの作
動によってその広告に関する広告媒体サイトのトラッキングが行われる。このため、携帯
通信端末のブラウザが保存しているクッキー情報をアプリケーションが利用できない場合
（アンドロイド携帯通信端末のごとくブラウザに保存したクッキーをアプリが共有できな
い場合）にもアプリサービスサイトの設定を変更することなく、トラッキング開始が可能
となる。その結果、このような種類の携帯通信端末の普及を大幅に推進することができる
のみならず、アプリケーションソフトの製作者又は販売者にとって、広告及び宣伝方法の
選択肢を大幅に増やすことができる。
【００１４】
　携帯通信端末は、アプリケーションソフトによってブラウザを起動して管理サーバへク
ッキー情報を送り返すように構成されており、管理サーバは、送り返されたクッキー情報
に基づいてアプリケーションソフトの広告に関する広告媒体サイトのトラッキングを行う
ように構成されていることが好ましい。
【００１５】
　携帯通信端末は、アプリケーションソフトによってブラウザの接続履歴の有無を判別す
るように構成されていると共に、接続履歴が有る場合は、アプリケーションソフトの制御
により管理サーバへ接続するように構成されており、管理サーバは、アプリケーションソ
フトの制御によりクッキー情報を再作成し、再作成したクッキー情報を携帯通信端末へ送
付するように構成されており、携帯通信端末は、アプリケーションソフトの制御により、
再作成したクッキー情報を管理サーバへ送り返すように構成されており、管理サーバは、
送り返されたクッキー情報に基づいてアプリケーションソフトの広告に関する広告媒体サ
イトのトラッキングを行うように構成されていることが好ましい。
【００１６】
　管理サーバは、携帯通信端末がアプリサービスサイトから購入してインストールしたア
プリケーションソフトを起動した後、トラッキングが未だ行われていない場合のみに、ア
プリケーションソフトの広告に関する広告媒体サイトのトラッキングを行うように構成さ
れていることがより好ましい。トラッキングが未だ行われていないと判別された場合にの
みトラッキングが行われるので、そのアプリケーションソフトについて１回のみのトラッ
キングが行われることとなり、正しい購入情報を獲得することができる。
【００１７】
　この場合、アプリケーションソフトは、このアプリケーションソフトの広告に関するト
ラッキングが未だ行われていないか否かを表す情報を備えていることがより好ましい。
【００１８】
　本発明によれば、さらに、上述したコンバージョントラッキングシステムと、トラッキ
ングによって特定されたアプリケーションソフトの広告に関する広告媒体サイトのアフィ
リエイタの成果報酬を算出する成果報酬算出手段とを備えているネットワーク広告管理シ
ステムが提供される。
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【００１９】
　本発明によれば、さらにまた、上述したコンバージョントラッキングシステムと、トラ
ッキングによって特定されたアプリケーションソフトの広告に関する費用対効果を表す指
標を算出する広告効果測定手段とを備えているネットワーク広告効果測定システムが提供
される。これにより、携帯通信端末において、広告の効果測定を容易に行え、アプリケー
ションソフトの製作者又は販売者にとって、効果的な広告及び宣伝方法を容易に知ること
ができる。
【００２０】
　広告効果測定手段は、広告表示回数、広告クリック回数、及びアプリ購入数の少なくと
も１つを読み出して及び集計することにより、指標を算出するように構成されていること
が好ましい。
【００２１】
　本発明によれば、さらに、少なくとも１つの携帯通信端末と、携帯通信端末用のアプリ
ケーションソフトを販売又は配信する少なくとも１つのアプリサービスサイトと、少なく
とも１つのアプリサービスサイトにリンクする情報が埋め込まれた広告を掲載している少
なくとも１つの広告媒体サイトと、広告についての管理を行う管理サーバとがネットワー
クを介して互いに接続可能に構成されており、管理サーバは、携帯通信端末が広告にアク
セスした際にリンクする情報に従ってこの管理サイトを経由してアプリサービスサイトに
接続する間に、携帯通信端末に対してクッキー情報を送付するように構成されており、携
帯通信端末は、アプリサービスサイトから購入してインストールしたアプリケーションソ
フトを起動した後、トラッキングが未だ行われていない場合のみに、ブラウザを起動して
管理サーバへクッキー情報を送り返すように構成されており、管理サーバは、送り返され
たクッキー情報に基づいてアプリケーションソフトの広告に関する広告媒体サイトのトラ
ッキングを行うように構成されているコンバージョントラッキングシステムが提供される
。
【００２２】
　本発明によれば、さらにまた、少なくとも１つの携帯通信端末と、携帯通信端末用のア
プリケーションソフトを販売又は配信する少なくとも１つのアプリサービスサイトと、少
なくとも１つのアプリサービスサイトにリンクする情報が埋め込まれた広告を掲載してい
る少なくとも１つの広告媒体サイトと、広告についての管理を行う管理サーバとがネット
ワークを介して互いに接続可能に構成されており、管理サーバは、携帯通信端末が広告に
アクセスした際にリンクする情報に従ってこの管理サイトを経由してアプリサービスサイ
トに接続する間に、携帯通信端末に対してクッキー情報を送付するように構成されており
、携帯通信端末は、アプリサービスサイトから購入してインストールしたアプリケーショ
ンソフトを起動した後、トラッキングが未だ行われていない場合のみに、ブラウザの接続
履歴の有無を判別するように構成されていると共に、接続履歴が有る場合は、アプリケー
ションソフトの制御により管理サーバへ接続するように構成されており、管理サーバは、
アプリケーションソフトの制御によりクッキー情報を再作成し、再作成したクッキー情報
を携帯通信端末へ送付するように構成されており、携帯通信端末は、アプリケーションソ
フトの制御により、再作成したクッキー情報を管理サーバへ送り返すように構成されてお
り、管理サーバは、送り返されたクッキー情報に基づいてアプリケーションソフトの広告
に関する広告媒体サイトのトラッキングを行うように構成されているコンバージョントラ
ッキングシステムが提供される。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、携帯通信端末のブラウザが保存しているクッキー情報をアプリケーシ
ョンが利用できない場合（アンドロイド携帯通信端末のごとくブラウザに保存したクッキ
ーをアプリが共有できない場合）にもアプリサービスサイトの設定を変更することなく、
トラッキング開始が可能となる。その結果、このような種類の携帯通信端末の普及を大幅
に推進することができるのみならず、アプリケーションソフトの製作者又は販売者にとっ
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て、広告及び宣伝方法の選択肢を大幅に増やすことができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の一実施形態として、ネットワーク広告管理システムの構成を概略的に示
すブロック図である。
【図２】図１の実施形態において、ユーザがアンドロイド携帯通信端末を用いてアンドロ
イドアプリを購入するまでの処理の一例を示すフローチャートである。
【図３】図２の処理における各サイトの動作を説明する図である。
【図４】図１の実施形態において、ユーザがアプリを購入した後、アフィリエイタに成果
報酬が支払われるまでの処理の一例を示すフローチャートである。
【図５】図４の処理における各サイトの動作を説明する図である。
【図６】図４の処理における各サイトの動作を説明する図である。
【図７】本発明の他の実施形態として、ネットワーク広告管理システムにおいて、ユーザ
がアプリを購入した後、アフィリエイタに成果報酬が支払われるまでの処理の一例を示す
フローチャートである。
【図８】本発明のさらに他の実施形態として、ネットワーク広告効果測定システムの構成
を概略的に示すブロック図である。
【図９】図８の実施形態において、広告効果測定処理の一例を示すフローチャートである
。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　図１は本発明の一実施形態として、ネットワーク広告管理システムの構成を概略的に示
すブロック図である。
【００２６】
　同図において、１０はユーザが用いる例えばアンドロイドスマートフォン等のアンドロ
イド携帯通信端末、１１はアフェリエイタが運営する広告媒体サイト（アフェリエイトサ
イト）、１２はアンドロイド携帯通信端末用のアンドロイドアプリ（以下、単にアプリと
称する）を販売又は配信する配信サービスサイトである、例えばアンドロイドマーケット
等のアプリサービスサイト、１３は広告についての代理及び管理を行う広告代理及び管理
サーバ（アフェリエイトプログラムサービスプロバイダ、ＡＳＰ）、１４はこれら携帯通
信端末１０、広告媒体サイト１１、アプリサービスサイト１２並びに広告代理及び管理サ
ーバ１３を互いに接続可能とするネットワークであるインターネット、１５はアプリサー
ビスサイト１２にてアプリを販売する広告主をそれぞれ示している。
【００２７】
　なお、図１には、単一のアンドロイド携帯通信端末１０、単一の広告媒体サイト１１、
単一のアプリサービスサイト１２及び単一の広告主１５が表示されているが、実際には、
複数のアンドロイド携帯通信端末、複数の広告媒体サイト、複数のアプリサービスサイト
及び複数の広告主がインターネット１４に接続されるように構成されていても良い。
【００２８】
　本実施形態のネットワーク広告管理システムによれば、広告媒体サイト１１に掲載され
たアプリ（商品）の広告をユーザがアンドロイド携帯通信端末１０からクリックすること
により、その広告に関するアプリの広告主サイトであるアプリサービスサイト１２へ誘導
される。ユーザがアプリサービスサイト１２からそのアプリを購入しインストールして起
動した後、トラッキングが未だ行われていない（最初のトラッキングである）と判別され
た場合のみにトラッキングが開始されてその購入したアプリの広告の広告媒体サイト１１
が特定され、その広告媒体サイト１１のアフィリエイタに所定の成果報酬が支払われる。
【００２９】
　広告媒体サイト１１は、アンドロイドマーケットであるアプリサービスサイト１２で販
売するアプリの広告が掲載されたサイトページをアンドロイド携帯通信端末１０に提供す
るように構成されている。
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【００３０】
　アプリサービスサイト１２は、オンライン上でアプリの販売及び配信を行う商用サイト
であり、公開され購入可能な種々のアプリ、それらの製作者又は販売者情報等を保持して
いる。このアプリサービスサイト１２は、アプリ販売者である広告主１５が自由にアプリ
をアップロードし、販売することが出来る仕組みになっており、価格も自由に設定ができ
る仕組みとなっている。
【００３１】
　広告主１５は、広告代理及び管理サーバ１３と契約をしている、アプリの製作者又は販
売者であり、広告代理及び管理サーバ１３が配布するＳＤＫ（ソフトウェア開発キット）
を使用して製作したアプリをアプリサービスサイト１２にアップロードしてアプリの販売
を行う。また、広告主１５は、広告代理及び管理サーバ１３を経由してアフィリエイタに
対しての報酬支払いを行う。
【００３２】
　アンドロイド携帯通信端末１０は、そのブラウザによりインターネット１４を介して広
告媒体サイト１１にアクセスして、サイトページを閲覧表示できるように構成されている
。表示されたサイトページ内の所望の広告をクリックすると、その広告表示箇所に埋め込
まれているＵＲＬに基づいて、その広告のアプリを販売するアプリサービスサイト１２に
、広告代理及び管理サーバ１３を介してアクセスするように構成されている。
【００３３】
　広告代理及び管理サーバ１３は、広告媒体サイト１１で掲載可能なアプリの商品データ
を格納する商品データベース部、広告主及び広告主プログラムの情報（広告主の報酬料率
）を格納するプログラムデータベース部、並びにバナー広告の画像のＵＲＬ等を格納する
広告素材データベース部等を有するデータベース１３ａと、ユーザが広告媒体サイト１１
の広告を表示したときやその広告のアプリ等にアクセスしたときのログを集計し、ユーザ
がアプリサービスサイト１２内でアプリの購入手続きを行いインストールして起動して、
最初のトラッキングを行う時のみ（そのアプリについてトラッキングが未だ行われていな
いと判別された場合にのみ）、どの広告媒体サイトからアクセスしてきてどのアプリにつ
いて購入したかをトラッキングし、そのログを集計して広告報酬額を算出して報告するア
フィリエイトサービスユニット１３ｂとを備えている。
【００３４】
　アフィリエイトサービスユニット１３ｂは、例えばインプレッションモジュール１３ｂ

１、アクセス集計モジュール１３ｂ２、クッキー発行モジュール１３ｂ３、リダイレクト
モジュール１３ｂ４、トラッキングモジュール１３ｂ５及び報告モジュール１３ｂ６を有
しており、アンドロイド携帯通信端末１０がアプリサービスサイト１２からアプリを購入
してインストールし、最初のトラッキングであると判別されたときに、アフィリエイトの
報酬金額計算のためのトラッキング等を行う。
【００３５】
　インプレッションモジュール１３ｂ１は、アンドロイド携帯通信端末１０が広告媒体サ
イト１１にアクセスした際にサイト内の広告を表示する回数（広告表示回数）を集計して
データベース１３ａに格納する。
【００３６】
　アクセス集計モジュール１３ｂ２は、広告媒体サイト１１内でアプリの広告をクリック
した回数（広告クリック回数）と、クリックすることによりそのリンク情報によってアプ
リサービスサイト１２からアプリを購入してインストールした回数（アプリ購入数）とを
集計してデータベース１３ａに格納する。
【００３７】
　クッキー発行モジュール１３ｂ３は、このアクセス時に広告・プログラム管理ＩＤ及び
広告媒体サイトＩＤ（アフェリエイトＩＤ）等が含まれたクッキー情報を発行しアンドロ
イド携帯通信端末１０のブラウザのキャッシュエリアにおけるクッキー領域１０ａに記憶
させる。ここで、広告・プログラム管理ＩＤは、広告テーブル及びプログラムテーブルを
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管理するＩＤであり、これら広告テーブル及びプログラムテーブルを参照することにより
、ユーザを後に認識するためのユニークＩＤ、広告媒体サイトＩＤ、広告代理及び管理サ
ーバＩＤ、バナー広告ＩＤ、及びセッション開始日時（タイムスタンプ）等を知ることが
できる。
【００３８】
　このアクセス集計及びクッキー発行のためには、アンドロイド携帯通信端末１０が広告
媒体サイト１１内で広告を選択してアプリサービスサイト１２に接続するときにアンドロ
イド携帯通信端末１０をこの広告代理及び管理サーバ１３を経由させる必要がある。その
ため上述したリンク情報は、広告代理及び管理サーバ１３のドメイン名を有している。こ
れにより、アフィリエイトサービスユニット１３ｂのリダイレクトモジュール１３ｂ４が
アンドロイド携帯通信端末１０からのアクセスをアプリサービスサイト１２のアプリのＵ
ＲＬにリダイレクトする。その結果、アンドロイド携帯通信端末１０は見かけ上は広告媒
体サイト１１からアプリサービスサイト１２のアプリのＵＲＬに直接的にアクセスしたよ
うに処理される。
【００３９】
　トラッキングモジュール１３ｂ５は、アンドロイド携帯通信端末１０が購入しインスト
ールしたアプリを起動して、最初のトラッキングを行う時のみ（そのアプリについてトラ
ッキングが未だ行われていないと判別された場合にのみ）にアンドロイド携帯通信端末１
０からトラッキング開始指示を受け、さらにブラウザが、広告代理及び管理サーバ１３を
経由する際にクッキー領域１０ａからクッキー情報を取得し、広告代理及び管理サーバ１
３に対して送出することにより、クッキー情報内の広告・プログラム管理ＩＤ及び広告媒
体サイトＩＤに基づいて購入ログをデータベース１３ａに記憶する。
【００４０】
　報告モジュール１３ｂ６は、データベース１３ａ内の報酬条件を参照してアフィリエイ
ト報酬額を求めてデータベース１３ａに格納する。報酬額には、商品購入に伴う成果報酬
額以外に、広告のクリック回数（広告クリック回数）に基づくアクセス報酬額、広告の実
効的な表示回数（広告表示回数）に基づくインプレッション報酬額等を加算してもよい。
【００４１】
　次に、本実施形態において、ユーザがアンドロイド携帯通信端末１０を用いてアプリサ
ービスサイト１２からアプリを購入するまでの処理動作について、具体的に説明する。図
２はこの処理の一例を示すフローチャートであり、図３はこの処理における各サイトの動
作を説明する図である。
【００４２】
　なお、図３に示すように、アプリ製作者又は販売者である広告主１５は、自己の製作し
た又は販売するアプリ（商品）について、アプリサービスサイト１２にアップロードして
公開するように申請し、同時に広告代理及び管理サーバ１３の管理画面にてそのアプリ（
商品）情報を登録し広告を作成する。これにより、広告代理及び管理サーバ１３のデータ
ベース１３ａには、広告情報、商品情報、及び商品報酬情報等が互いに対応付けて格納さ
れる。
【００４３】
　広告情報は、アプリ製作者又は販売者情報（ＩＤ等）、バナー広告のイメージ又はその
イメージが存在するＵＲＬ、その広告のリンク先ＵＲＬ、その広告がユーザによってクリ
ックされたかどうかを表す広告クリック情報、並びにテキスト広告のテキスト及びリンク
先ＵＲＬ等を含んでいる。商品情報は、アプリ製作者又は販売者情報（ＩＤ等）、商品が
展示されているリンク先ＵＲＬである商品ＵＲＬ、及び商品のイメージ又はそのイメージ
が存在するＵＲＬ等を含んでいる。商品報酬情報は、各商品についての報酬条件（料率又
は定額）、及び報酬実績等を含んでいる。
【００４４】
　広告媒体サイト１１は、広告代理及び管理サーバ１３に対して、自己のサイトページに
掲載するに適したアプリ（商品）の広告の検索を要求し、広告代理及び管理サーバ１３は
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要求に対応するアプリ広告データ及びリンク情報を広告媒体サイト１１へ提供する。これ
により、広告媒体サイト１１ではサイトページにリンク情報（広告代理及び管理サーバ１
３のＵＲＬを含む）が埋め込まれた広告バナーが掲載される。
【００４５】
　この状態で、アンドロイド携帯通信端末１０のユーザがブラウザを利用して広告媒体サ
イト１１へアクセスすると（図２のステップＳ１）、広告媒体サイト１１のサイトページ
がアンドロイド携帯通信端末１０のディスプレイに表示される（図２のステップＳ２）。
ユーザがそのサイトページのうちの特定のアプリの広告バナーをクリックし、クリックが
あったことが判別されると（図２のステップＳ３）、ブラウザは広告代理及び管理サーバ
１３に接続される（図２のステップＳ４）。
【００４６】
　広告代理及び管理サーバ１３側においては、クリックされた広告バナーに関する広告ク
リック情報がデータベース１３ａに保存される（図２のステップＳ５）。
なお、アフィリエイトサービスユニット１３ｂのインプレッションモジュール１３ｂ１及
びアクセス集計モジュール１３ｂ２によって、広告表示回数、広告クリック回数、及びア
プリ購入数等が集計されデータベース１３ａに格納される。
【００４７】
　次いで、アフィリエイトサービスユニット１３ｂのクッキー発行モジュール１３ｂ３に
よって、例えば、ユーザを後に認識するためのユニークＩＤ、広告媒体サイトＩＤ、広告
代理及び管理サーバＩＤ、バナー広告ＩＤ、及びセッション開始日時（タイムスタンプ）
等が参照できるクッキー情報が作成され（図２のステップＳ６）、このデータベース１３
ａに保存されると共に、アンドロイド携帯通信端末１０のブラウザにおけるクッキー領域
に格納される（図２のステップＳ７）。なお、周知のように、このクッキー情報に含まれ
るユニークＩＤは、アンドロイド携帯通信端末１０に対してのみ発行されるＩＤであるが
、この端末自体の情報は有していない。
【００４８】
　一方、アフィリエイトサービスユニット１３ｂのリダイレクトモジュール１３ｂ４によ
り、アンドロイド携帯通信端末１０には、アプリサービスサイト１２からのアプリの表示
が行われる（図２のステップＳ８）。その表示されたアプリを購入する場合、ユーザはそ
の購入ボタンをクリックする。クリックがなされた（購入した）と判別されると（図２の
ステップＳ９）、そのアプリがアプリサービスサイト１２からアンドロイド携帯通信端末
１０に配信され（図２のステップＳ１０）、アンドロイド携帯通信端末１０はそのアプリ
のインストールを行って（図２のステップＳ１１）、この処理は終了する。なお、購入を
行わない場合も、この処理は終了する（図２のステップＳ９）。そのアプリについて購入
を行ったかどうかの情報も、広告代理及び管理サーバ１３のデータベース１３ａにそのア
プリの他の情報と対応付けられて格納される。
【００４９】
　次に、本実施形態において、ユーザがアプリを購入した後、アフィリエイタに成果報酬
が支払われるまでの処理動作について、具体的に説明する。図４はこの処理の一例を示す
フローチャートであり、図５及び図６はこの処理における各サイトの動作を説明する図で
ある。
【００５０】
　アンドロイド携帯通信端末１０において、ユーザが購入したアプリを起動させると（図
４のステップＳ１１）、そのアプリについて未だトラッキングが行われていないかどうか
（最初のトラッキングを行う場合であるかどうか）が判別される（図４のステップＳ１２
）。最初のアプリ起動ではなく、最初のトラッキングとしているのは、例えば最初の起動
時に通信が行えず、インターネットに接続できない場合が起こり得るからである。通信で
きなかった場合には、次の起動時に以下の処理を行うこととなるため、最初のトラッキン
グを判別しているのである。なお、本実施形態において適用される全てのアプリには、ア
プリの制御により、未だトラッキングが行われていないのかどうかを判別可能なフラグ情
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報が利用でき、アプリはそのフラグ情報を参照して最初のトラッキングがなされているか
どうかを知ることができる。このようなフラグ情報は、アプリを開発する際に利用できる
オブジェクトに組み込まれており、アプリの開発者はそのオブジェクトを自由に使用して
プログラムを作成することができる。即ち、広告主１５は、アプリを製作する際に、広告
代理店及び管理サーバ１３から配布されるＳＤＫ（ソフトウェア開発キット）を利用して
このアプリを製作する。これにより、本実施形態で行うようなトラッキングが実現できる
こととなる。
【００５１】
　トラッキングが既に行われていると判別した場合（ＮＯの場合）は、処理動作を終了し
、アプリの制御処理を続行する。一方、未だトラッキングが行われていないと判別した場
合（ＹＥＳの場合、即ち最初のトラッキングである場合）は、アプリからブラウザを起動
する（図４のステップＳ１３）。
【００５２】
　次いで、このブラウザによって、アンドロイド携帯通信端末１０を広告代理及び管理サ
ーバ１３に接続し（図４のステップＳ１４）、図５に示すように、ブラウザの保持するク
ッキー情報を広告代理及び管理サーバ１３に送って、トラッキングを開始させる（図４の
ステップＳ１５）。なお、この場合の処理は、ブラウザの機能を利用しており、クッキー
情報送信はブラウザが自動的に行っているため、アプリ内部での処理として特に意識する
必要がない。
【００５３】
　広告代理及び管理サーバ１３においては、アフィリエイトサービスユニット１３ｂのト
ラッキングモジュール１３ｂ５が、広告バナーに関する広告情報をデータベース１３ａか
ら読み出し（図４のステップＳ１６）、受け取ったクッキー情報とそのデータベース１３
ａから読出した広告情報とを照合し、クッキー情報のユーザ用ユニークＩＤとデータベー
ス１３ａから読出した広告情報におけるユニークＩＤとが一致するかどうか判別される（
図４のステップＳ１７）。
【００５４】
　一致するＩＤがある場合は、アプリの購入又はインストール情報をこのデータベース１
３ａにそのＩＤに対応させて格納する（図４のステップＳ１８）。
【００５５】
　次いで、アフィリエイトサービスユニット１３ｂの報告モジュール１３ｂ６は、この購
入されたアプリに関して、データベース１３ａ内の報酬条件を参照してアフィリエイト報
酬額を求め、図６に示すように、広告主１５の承認を受ける（図４のステップＳ１９）。
さらに、図６に示すように、承認された場合は、その成果報酬をアプリの情報と対応させ
てデータベース１３ａに格納する。
【００５６】
　その後、広告主１５は、広告媒体サイト１１に成果報酬を支払う（図４のステップＳ２
０）。
【００５７】
　次いで、アンドロイド携帯通信端末１０においては、ブラウザからアプリに制御が戻さ
れ（図４のステップＳ２１）、アプリの処理が開始される。
【００５８】
　以上詳細に説明したように、本実施形態によれば、広告媒体サイト１１に掲載されたア
プリ（商品）の広告をユーザがアンドロイド携帯通信端末１０からクリックすることによ
り、その広告に関するアプリの広告主サイトであるアプリサービスサイト１２へ誘導され
る。これらのアプリには、そのアプリについてトラッキングが未だ行われていないかどう
かを認識できる情報とブラウザを起動するプログラムとが組み込まれており、ユーザがア
プリサービスサイト１２からそのアプリを購入してインストールして起動して、最初のト
ラッキングを行う時のみ（そのアプリについてトラッキングが未だ行われていないと判別
された場合にのみ）、ブラウザが起動され、ブラウザの保持するクッキー情報が広告代理
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及び管理サーバ１３へ送られ、トラッキングが開始されてその購入したアプリの広告の広
告媒体サイト１１が特定され、その広告媒体サイト１１のアフィリエイタの成果報酬が算
出されて、その成果報酬が支払われる。トラッキングが未だ行われていないと判別された
場合にのみトラッキングが行われるので、そのアプリについて１回のみのトラッキングが
行われることとなり、正しい購入情報を獲得することができる。また、アンドロイド携帯
通信端末１０のブラウザが保存しているクッキー情報をアプリが利用できない場合にもア
プリサービスサイト１２の設定を変更することなく、トラッキング開始が可能となる。そ
の結果、アンドロイド携帯通信端末の普及を大幅に推進することができるのみならず、ア
ンドロイドアプリの製作者又は販売者にとって、広告及び宣伝方法の選択肢を大幅に増や
すことができる。
【００５９】
　図７は本発明の他の実施形態として、ネットワーク広告管理システムにおいて、ユーザ
がアプリを購入した後、アフィリエイタに成果報酬が支払われるまでの処理の一例を示す
フローチャートである。
【００６０】
　本実施形態において、ネットワーク広告管理システムの構成、ユーザがアプリを購入す
るまでの処理動作は図１の実施形態の場合と同様であるため、説明を省略する。
【００６１】
　以下、本実施形態において、ユーザがアプリを購入した後、アフィリエイタに成果報酬
が支払われるまでの処理動作について、図７を用いて具体的に説明する。
【００６２】
　アンドロイド携帯通信端末１０において、ユーザが購入したアプリを起動させると（図
７のステップＳ３１）、そのアプリについて未だトラッキングが行われていないかどうか
（最初のトラッキングを行う場合であるかどうか）が判別される（図７のステップＳ３２
）。なお、本実施形態において適用される全てのアプリには、アプリの制御により、未だ
トラッキングが行われていないのかどうかを判別可能なフラグ情報が利用でき、アプリは
そのフラグ情報を参照して最初のトラッキングがなされているかどうかを知ることができ
る。このようなフラグ情報は、アプリを開発する際に利用できるオブジェクトに組み込ま
れており、アプリの開発者はそのオブジェクトを自由に使用してプログラムを作成するこ
とができる。即ち、広告主１５は、アプリを製作する際に、広告代理店及び管理サーバ１
３から配布されるＳＤＫを利用してこのアプリを製作する。これにより、本実施形態で行
うようなトラッキングが実現できることとなる。
【００６３】
　トラッキングが既に行われていると判別した場合（ＮＯの場合）は、処理動作を終了し
、アプリの制御処理を続行する。一方、未だトラッキングが行われていないと判別した場
合（ＹＥＳの場合、即ち最初のトラッキングである場合）は、アプリの制御によってブラ
ウザの履歴を取得する（図７のステップＳ３３）。次いで、取得した接続履歴から広告代
理及び管理サーバ１３への接続履歴があるかどうか判別し（図７のステップＳ３４）、接
続履歴があると判別した場合は、アプリの制御によってアンドロイド携帯通信端末１０を
広告代理及び管理サーバ１３に接続する（図７のステップＳ３５）。なお、接続履歴がな
いと判別した場合は、この処理動作を終了する。
【００６４】
　広告代理及び管理サーバ１３側においては、クリックされた広告バナーに関する広告ク
リック情報がデータベース１３ａに保存される（図７のステップＳ３６）。なお、アフィ
リエイトサービスユニット１３ｂのインプレッションモジュール及びアクセス集計モジュ
ールによって、広告媒体サイト１１内での広告の表示回数やアンドロイド携帯通信端末１
０によるアクセス回数等が集計されデータベース１３ａに格納される。
【００６５】
　次いで、アフィリエイトサービスユニット１３ｂのクッキー発行モジュールによって、
例えば、ユーザを後に認識するためのユニークＩＤ、広告媒体サイトＩＤ、広告代理及び
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管理サーバＩＤ、バナー広告ＩＤ、及びセッション開始日時（タイムスタンプ）等を含む
クッキー情報が再度作成され（図７のステップＳ３７）、このデータベース１３ａに保存
されると共に、アンドロイド携帯通信端末１０のアプリによって用意されたクッキー領域
に格納される（図７のステップＳ３８）。なお、周知のように、このクッキー情報に含ま
れるユニークＩＤは、アンドロイド携帯通信端末１０に対してのみ発行されるＩＤである
が、この端末自体の情報は有していない。
【００６６】
　アンドロイド携帯通信端末１０のアプリは、次いで、このアンドロイド携帯通信端末１
０を広告代理及び管理サーバ１３に接続する（図７のステップＳ３９）。次いで、図５に
示すように、アプリの保持するクッキー情報を広告代理及び管理サーバ１３に送ってトラ
ッキングを開始させる（図７のステップＳ４０）。
【００６７】
　広告代理及び管理サーバ１３においては、アフィリエイトサービスユニット１３ｂのト
ラッキングモジュールが、広告バナーに関する広告情報をデータベース１３ａから読み出
し（図７のステップＳ４１）、受け取ったクッキー情報とそのデータベース１３ａから読
出した広告情報とを照合し、クッキー情報のユーザ用ユニークＩＤとデータベース１３ａ
から読出した広告情報におけるユニークＩＤとが一致するかどうか判別される（図７のス
テップＳ４２）。
【００６８】
　一致するＩＤがある場合は、アプリの購入又はインストール情報をこのデータベース１
３ａにそのＩＤに対応させて格納する（図７のステップＳ４３）。
【００６９】
　次いで、アフィリエイトサービスユニット１３ｂの報告モジュールは、この購入された
アプリに関して、データベース１３ａ内の報酬条件を参照してアフィリエイト報酬額を求
め、図６に示すように、広告主１５の承認を受ける（図７のステップＳ４４）。さらに、
図６に示すように、承認された場合は、その成果報酬をアプリの情報と対応させてデータ
ベース１３ａに格納する。
【００７０】
　その後、広告主１５は、広告媒体サイト１１に成果報酬を支払う（図７のステップＳ４
５）。
【００７１】
　以上詳細に説明したように、本実施形態によれば、広告媒体サイト１１に掲載されたア
プリ（商品）の広告をユーザがアンドロイド携帯通信端末１０からクリックすることによ
り、その広告に関するアプリの広告主サイトであるアプリサービスサイト１２へ誘導され
る。これらのアプリには、そのアプリについてトラッキングが未だ行われていないかどう
かを認識できる情報とアプリ自体でクッキー情報を取得するプログラムとが組み込まれて
おり、ユーザがアプリサービスサイト１２からそのアプリを購入してインストールして起
動して、最初のトラッキングを行う時のみ（そのアプリについてトラッキングが未だ行わ
れていないと判別された場合にのみ）、アプリによって広告代理及び管理サーバ１３にお
いて再度クッキー情報が作成され、このアプリが用意する領域に格納される。次いで、こ
のアプリの保持するクッキー情報が広告代理及び管理サーバ１３へ送られ、トラッキング
が開始されてその購入したアプリの広告の広告媒体サイト１１が特定され、その広告媒体
サイト１１のアフィリエイタの成果報酬が算出されて、その成果報酬が支払われる。トラ
ッキングが未だ行われていないと判別された場合にのみトラッキングが行われるので、そ
のアプリについて１回のみのトラッキングが行われることとなり、正しい購入情報を獲得
することができる。また、アンドロイド携帯通信端末１０のブラウザが保存しているクッ
キー情報をアプリが利用できない場合にもアプリサービスサイト１２の設定を変更するこ
となく、トラッキング開始が可能となる。その結果、アンドロイド携帯通信端末の普及を
大幅に推進することができるのみならず、アンドロイドアプリの製作者又は販売者にとっ
て、広告及び宣伝方法の選択肢を大幅に増やすことができる。
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【００７２】
　図８は本発明のさらに他の実施形態として、ネットワーク広告効果測定システムの構成
を概略的に示すブロック図である。
【００７３】
　同図において、１０はユーザが用いる例えばアンドロイドスマートフォン等のアンドロ
イド携帯通信端末、１１はアフェリエイタが運営する広告媒体サイト（アフェリエイトサ
イト）、１２はアンドロイド携帯通信端末用のアプリを販売又は配信する配信サービスサ
イトである、例えばアンドロイドマーケット等のアプリサービスサイト、１３は広告につ
いての代理及び管理を行う広告代理及び管理サーバ（アフェリエイトプログラムサービス
プロバイダ、ＡＳＰ）、１４はこれら携帯通信端末１０、広告媒体サイト１１、アプリサ
ービスサイト１２並びに広告代理及び管理サーバ１３を互いに接続可能とするネットワー
クであるインターネット、１５はアプリサービスサイト１２にてアプリを販売する広告主
をそれぞれ示している。
【００７４】
　なお、図８には、単一のアンドロイド携帯通信端末１０、単一の広告媒体サイト１１単
一のアプリサービスサイト１２及び単一の広告主１５が表示されているが、実際には、複
数のアンドロイド携帯通信端末、複数の広告媒体サイト、複数のアプリサービスサイト及
び複数の広告主がインターネット１４に接続されるように構成されていても良い。
【００７５】
　本実施形態のネットワーク広告効果測定システムによれば、広告媒体サイト１１に掲載
されたアプリ（商品）の広告をユーザがアンドロイド携帯通信端末１０からクリックする
ことにより、その広告に関するアプリの広告主サイトであるアプリサービスサイト１２へ
誘導される。ユーザがアプリサービスサイト１２からそのアプリを購入しインストールし
て起動した後、トラッキングが未だ行われていない（最初のトラッキングである）と判別
された場合のみにトラッキングが開始されてその購入したアプリの広告の広告媒体サイト
１１が特定される。このようなコンバージョントラッキングが行われて、その広告媒体サ
イト１１における各広告バナーの広告表示回数、広告クリック回数、及び実際に購入が発
生した数を表す売上げ数（アプリ購入数）が集計され、広告の費用対効果を表す各種指標
が算出される。
【００７６】
　広告媒体サイト１１は、アンドロイドマーケットであるアプリサービスサイト１２で販
売するアプリの広告が掲載されたサイトページをアンドロイド携帯通信端末１０に提供す
るように構成されている。
【００７７】
　アプリサービスサイト１２は、オンライン上でアプリの販売及び配信を行う商用サイト
であり、公開され購入可能な種々のアプリ、それらの製作者又は販売者情報等を保持して
いる。このアプリサービスサイト１２は、アプリ販売者である広告主１５が自由にアプリ
をアップロードし、販売することが出来る仕組みになっており、価格も自由に設定ができ
る仕組みとなっている。
【００７８】
　広告主１５は、広告代理及び管理サーバ１３と契約をしている、アプリの製作者又は販
売者であり、広告代理及び管理サーバ１３が配布するＳＤＫを使用して製作したアプリを
アプリサービスサイト１２にアップロードしてアプリの販売を行う。また、広告主１５は
、広告代理及び管理サーバ１３を経由してアフィリエイタに対しての報酬支払いを行う。
【００７９】
　アンドロイド携帯通信端末１０は、そのブラウザによりインターネット１４を介して広
告媒体サイト１１にアクセスして、サイトページを閲覧表示できるように構成されている
。表示されたサイトページ内の所望の広告をクリックすると、その広告表示箇所に埋め込
まれているＵＲＬに基づいて、その広告のアプリを販売するアプリサービスサイト１２に
、広告代理及び管理サーバ１３を介してアクセスするように構成されている。
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【００８０】
　広告代理及び管理サーバ１３は、広告媒体サイト１１で掲載可能なアプリの商品データ
を格納する商品データベース部、広告主及び広告主プログラムの情報（広告主の報酬料率
）を格納するプログラムデータベース部、並びにバナー広告の画像のＵＲＬ等を格納する
広告素材データベース部等を有するデータベース１３ａと、ユーザが広告媒体サイト１１
の広告を表示したときやその広告のアプリ等にアクセスしたときのログを集計し、ユーザ
がアプリサービスサイト１２内でアプリの購入手続きを行いインストールして起動して、
最初のトラッキングを行う時のみ（そのアプリについてトラッキングが未だ行われていな
いと判別された場合にのみ）、どの広告媒体サイトからアクセスしてきてどのアプリにつ
いて購入したかをトラッキングし、そのログを集計して広告報酬額を算出して報告するア
フィリエイトサービスユニット１３ｂと、広告効果測定ユニット１３ｃとを備えている。
【００８１】
　アフィリエイトサービスユニット１３ｂは、例えばインプレッションモジュール１３ｂ

１、アクセス集計モジュール１３ｂ２、クッキー発行モジュール１３ｂ３、リダイレクト
モジュール１３ｂ４、トラッキングモジュール１３ｂ５及び報告モジュール１３ｂ６を有
しており、アンドロイド携帯通信端末１０がアプリサービスサイト１２からアプリを購入
してインストールし、最初のトラッキングであると判別されたときに、アフィリエイトの
報酬金額計算のためのトラッキング等を行う。
【００８２】
　インプレッションモジュール１３ｂ１は、アンドロイド携帯通信端末１０が広告媒体サ
イト１１にアクセスした際にサイト内の広告を表示する回数（広告表示回数）を集計して
データベース１３ａに格納する。
【００８３】
　アクセス集計モジュール１３ｂ２は、広告媒体サイト１１内でアプリの広告をクリック
した回数（広告クリック回数）と、クリックすることによりそのリンク情報によってアプ
リサービスサイト１２からアプリを購入してインストールした回数（アプリ購入数）とを
集計してデータベース１３ａに格納する。
【００８４】
　クッキー発行モジュール１３ｂ３は、このアクセス時に広告・プログラム管理ＩＤ及び
広告媒体サイトＩＤ（アフェリエイトＩＤ）等が含まれたクッキー情報を発行しアンドロ
イド携帯通信端末１０のブラウザのキャッシュエリアにおけるクッキー領域１０ａに記憶
させる。ここで、広告・プログラム管理ＩＤは、広告テーブル及びプログラムテーブルを
管理するＩＤであり、これら広告テーブル及びプログラムテーブルを参照することにより
、ユーザを後に認識するためのユニークＩＤ、広告媒体サイトＩＤ、広告代理及び管理サ
ーバＩＤ、バナー広告ＩＤ、及びセッション開始日時（タイムスタンプ）等を知ることが
できる。
【００８５】
　このアクセス集計及びクッキー発行のためには、アンドロイド携帯通信端末１０が広告
媒体サイト１１内で広告を選択してアプリサービスサイト１２に接続するときにアンドロ
イド携帯通信端末１０をこの広告代理及び管理サーバ１３を経由させる必要がある。その
ため上述したリンク情報は、広告代理及び管理サーバ１３のドメイン名を有している。こ
れにより、アフィリエイトサービスユニット１３ｂのリダイレクトモジュール１３ｂ４が
アンドロイド携帯通信端末１０からのアクセスをアプリサービスサイト１２のアプリのＵ
ＲＬにリダイレクトする。その結果、アンドロイド携帯通信端末１０は見かけ上は広告媒
体サイト１１からアプリサービスサイト１２のアプリのＵＲＬに直接的にアクセスしたよ
うに処理される。
【００８６】
　トラッキングモジュール１３ｂ５は、アンドロイド携帯通信端末１０が購入しインスト
ールしたアプリを起動して、最初のトラッキングを行う時のみ（そのアプリについてトラ
ッキングが未だ行われていないと判別された場合にのみ）にアンドロイド携帯通信端末１
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０からトラッキング開始指示を受け、さらにブラウザが、広告代理及び管理サーバ１３を
経由する際にクッキー領域１０ａからクッキー情報を取得し、広告代理及び管理サーバ１
３に対して送出することにより、クッキー情報内の広告・プログラム管理ＩＤ及び広告媒
体サイトＩＤに基づいて購入ログをデータベース１３ａに記憶する。
【００８７】
　報告モジュール１３ｂ６は、データベース１３ａ内の報酬条件を参照してアフィリエイ
ト報酬額を求めてデータベース１３ａに格納する。報酬額には、商品購入に伴う成果報酬
額以外に、広告のクリック回数（広告クリック回数）に基づくアクセス報酬額、広告の実
効的な表示回数（広告表示回数）に基づくインプレッション報酬額等を加算してもよい。
【００８８】
　広告効果測定ユニット１３ｃは、広告表示回数、広告クリック回数、及びアプリ購入数
等を読み出し及び集計することにより、各バナー広告の費用対効果を表すための各種指標
を算出する。この指標としては、例えば、（広告クリック回数）／（広告表示回数）で求
められるクリック率ＣＴＲ（クリックスルーレート）、及び（アプリ購入数）／（広告表
示回数）で求められるコンバージョン率ＣＶＲ（コンバージョンレート）等がある。広告
効果測定ユニット１３ｃは、各広告バナー毎にこれら指標を算出する。
【００８９】
　本実施形態において、ユーザがアプリを購入するまでの処理動作は図１の実施形態の場
合と同様であり、また、ユーザがアプリを購入した後、アフィリエイタに成果報酬が支払
われるまでの処理動作も図１又は図７の実施形態の場合と同様であるため、説明を省略す
る。
【００９０】
　図９は本実施形態における広告効果測定処理の一例を示すフローチャートである。
【００９１】
　以下、本実施形態の広告効果測定処理動作について、この図９を用いて具体的に説明す
る。
【００９２】
　図４又は図７の処理動作が終了した後、広告代理及び管理サーバ１３の広告効果測定ユ
ニット１３ｃは、データベース１３ａから、特定の日付の特定の広告バナーについて、集
計されている広告表示回数、広告クリック回数及びアプリ購入数を読み出す（図９のステ
ップＳ５１）。
【００９３】
　これらの数値から、各広告バナーについて各日付毎の費用対効果の指標を算出する（図
９のステップＳ５２）。この算出は、クリック率ＣＴＲ＝（広告クリック回数）／（広告
表示回数）、及びコンバージョン率ＣＶＲ＝（アプリ購入数）／（広告表示回数）から行
われる。
【００９４】
　次いで、このように求めた費用対効果の指標をその広告バナーについての成果報酬額と
共に出力する（図９のステップＳ５３）。
【００９５】
　以上詳細に説明したように、本実施形態によれば、広告媒体サイト１１に掲載されたア
プリ（商品）の広告をユーザがアンドロイド携帯通信端末１０からクリックすることによ
り、その広告に関するアプリの広告主サイトであるアプリサービスサイト１２へ誘導され
る。これらのアプリには、そのアプリについてトラッキングが未だ行われていないかどう
かを認識できる情報とブラウザを起動するプログラム又はアプリ自体でクッキー情報を取
得するプログラムとが組み込まれており、ユーザがアプリサービスサイト１２からそのア
プリを購入してインストールして起動して、最初のトラッキングを行う時のみ（そのアプ
リについてトラッキングが未だ行われていないと判別された場合にのみ）、ブラウザが起
動され、ブラウザの保持するクッキー情報が広告代理及び管理サーバ１３へ送られ、トラ
ッキングが開始されてその購入したアプリの広告の広告媒体サイト１１が特定されるか、
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又はアプリによって広告代理及び管理サーバ１３において再度クッキー情報が作成され、
このアプリが用意する領域に格納され、このアプリの保持するクッキー情報が広告代理及
び管理サーバ１３へ送られ、トラッキングが開始されてその購入したアプリの広告の広告
媒体サイト１１が特定される。次いで、その広告媒体サイト１１のアフィリエイタの成果
報酬が算出されて、その成果報酬が支払われる。その後、広告の効果として、費用対効果
の指標が算出されて出力される。トラッキングが未だ行われていないと判別された場合に
のみトラッキングが行われるので、そのアプリについて１回のみのトラッキングが行われ
ることとなり、正しい購入情報を獲得することができる。また、本実施形態では、アンド
ロイド携帯通信端末１０のブラウザが保存しているクッキー情報をアプリが利用できない
場合にもアプリサービスサイト１２の設定を変更することなく、トラッキング開始が可能
となるので、アンドロイド携帯通信端末において、広告の効果測定を容易に行え、アンド
ロイドアプリの製作者又は販売者にとって、効果的な広告及び宣伝方法を容易に知ること
ができる。
【００９６】
　以上述べた実施形態は全て本発明を例示的に示すものであって限定的に示すものではな
く、本発明は他の種々の変形態様及び変更態様で実施することができる。従って本発明の
範囲は特許請求の範囲及びその均等範囲によってのみ規定されるものである。
【符号の説明】
【００９７】
　１０　アンドロイド携帯通信端末
　１０ａ　クッキー領域
　１１　広告媒体サイト
　１２　アプリサービスサイト
　１３　広告代理及び管理サーバ
　１３ａ　データベース
　１３ｂ　アフィリエイトサービスユニット
　１３ｂ１　インプレッションモジュール
　１３ｂ２　アクセス集計モジュール
　１３ｂ３　クッキー発行モジュール
　１３ｂ４　リダイレクトモジュール
　１３ｂ５　トラッキングモジュール
　１３ｂ６　報告モジュール
　１４　インターネット
　１５　広告主
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